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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成29年8月17日(2017.8.17)

【公表番号】特表2016-525176(P2016-525176A)
【公表日】平成28年8月22日(2016.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2016-050
【出願番号】特願2016-522620(P2016-522620)
【国際特許分類】
   Ｅ０５Ｂ  49/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  21/31     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｅ０５Ｂ   49/00     　　　Ｊ
   Ｇ０６Ｆ   21/31     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月3日(2017.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キーデバイス（６０）を保護するための筐体（５）と、
　キーデバイス（６０）のブレードを保持するよう構成されるソケット（３）であって、
前記キーデバイス（６０）と通信するためのコネクタ（１２）を有する、ソケットと、
　セルラー通信ネットワークを介して通信するためのセルラー無線通信モジュール（６）
と、
　キーデバイス（６０）と前記ソケット（３）との間に電気接続を有するよう前記キーデ
バイス（６０）が前記ソケット（３）に供給される際に、前記セルラー無線通信モジュー
ル（６）を用いて、セルラー通信ネットワーク（３２）を介して、アクセス管理データを
アクセス制御装置（３０）と通信するために構成されるコントローラ（２）であって、前
記アクセス制御装置は、複数のロック装置（２０）へのアクセスを管理する、コントロー
ラと、
　コードインプット装置（１０）と、を備え、前記コントローラ（２）は、キーデバイス
（６０）が前記ソケット（３）に挿入される際、前記キーデバイス（６０）を非アクティ
ブ化し、正しいコードが前記コードインプット装置（１０）を用いて入力された際にのみ
前記キーデバイス（６０）を再アクティブ化するよう構成される、携帯アクセス制御通信
装置（１）。
【請求項２】
　前記コントローラは、キーデバイス（６０）が前記ソケット（３）に供給される際に、
前記アクセス制御装置（３０）との以下のアクセス管理データの通信、すなわち、一つま
たは複数のロック装置（２０）用に更新されたアクセス権を受け取ることと、特に前記キ
ーデバイス（６０）用に更新されたアクセス権を受け取ることと、前記キーデバイス（６
０）用に更新された有効期間を受け取ることと、前記キーデバイス（６０）のクロック用
に更新された期間を受け取ることと、一つまたは複数のロック装置（２０）用の監査証跡
を送ることと、前記キーデバイス（１）用の監査証跡を送ること、のうち、任意の一つま
たは複数を行うように構成される、請求項１に記載のアクセス制御通信装置（１）。
【請求項３】
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　前記コントローラ（２）は、トリガー条件が真と判定された場合のみに、前記アクセス
制御装置（３０）とのアクセス管理データの通信を行うように構成される、請求項１また
は２に記載のアクセス制御通信装置（１）。
【請求項４】
　前記トリガー条件は、前記アクセス制御通信装置（１）のタイマーが終了するときに真
である、請求項３に記載のアクセス制御通信装置（１）。
【請求項５】
　前記アクセス制御通信装置（１）は、ユーザインプット装置（７）をさらに備え、前記
トリガー条件は、前記ユーザインプット装置が作動するときに真である、請求項３または
４に記載のアクセス制御通信装置（１）。
【請求項６】
　前記コントローラ（２）は、前記キーデバイスが非アクティブ化された後、非アクティ
ブ化情報メッセージを前記アクセス制御装置（３０）に送るようさらに構成される、請求
項１から５のいずれか一項に記載のアクセス制御通信装置（１）。
【請求項７】
　コードインプット装置（１０）をさらに備え、前記コントローラ（２）は、前記コード
インプット装置（１０）を用いて正しいコードが入力された際、前記ソケット（３）に供
給されたキーデバイス（６０）の有効期間を延長するよう構成される、請求項１から６の
いずれか一項に記載のアクセス制御通信装置（１）。
【請求項８】
　前記電気接続はガルバニック接続である、請求項１から７のいずれか一項に記載のアク
セス制御通信装置（１）。
【請求項９】
　携帯アクセス制御通信装置（１）で実行され、前記アクセス制御通信装置は、キーデバ
イス（６０）を保護するための筐体（５）を有する、方法であって、
　前記キーデバイス（６０）とソケット（３）のコネクタとの間に電気接続を有するよう
、前記キーデバイス（６０）が前記アクセス制御通信装置（１）の前記ソケット（３）に
供給されていることを判定（５０）する工程であって、前記ソケットは、前記キーデバイ
スのブレードを保持するよう構成されている、工程と、
　前記アクセス制御通信装置のセルラー無線通信モジュール（６）を用いて、セルラー通
信ネットワーク（３２）を介して、アクセス管理データをアクセス制御装置（３０）と通
信する（５２）工程であって、前記アクセス制御装置は、複数のロック装置（２０）のた
めのアクセスを管理する、工程と、
　前記キーデバイス（６０）と前記ソケット（３）との間に電気接続を有するよう、前記
キーデバイス（６０）が前記ソケット（３）に供給される際に、前記キーデバイス（６０
）を非アクティブ化する（５６）工程と、
　コードインプット装置（１０）を用いて、ユーザにより入力されたコードを受け取る（
５８）工程と、
　前記コードが正しいと判定されると、前記キーデバイス（６０）をアクティブ化する（
５９）工程と、を備える方法。
【請求項１０】
　前記通信する工程（５２）は、前記アクセス制御装置（３０）との以下のアクセス管理
データの通信タスク、すなわち、一つまたは複数のロック装置（２０）用に更新されたア
クセス権を受け取ることと、特に前記キーデバイス（６０）用に更新されたアクセス権を
受け取ることと、前記キーデバイス（６０）用に更新された有効期間を受け取ることと、
前記キーデバイス（６０）のクロック用に更新された期間を受け取ることと、一つまたは
複数のロック装置（２０）用の監査証跡を送ることであって、前記監査証跡は前記キーデ
バイス（６０）から受け取られることと、前記キーデバイス（６０）用の監査証跡を送る
こと、のうち、任意の一つまたは複数を行うことを備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　トリガー条件が真であるかどうかを判定する（４８）工程をさらに備え、
　前記アクセス制御装置と通信する（５２）工程は、前記トリガー条件が真と判定された
場合にのみ起こる、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記トリガー条件は、前記アクセス制御通信装置（１）のタイマーが終了するときに真
である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記トリガー条件は、前記アクセス制御通信装置のユーザインプット装置が作動すると
きに真である、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アクセス制御装置（３０）と通信する工程（５２）は、非アクティブ化する（５６
）工程の後に、前記アクセス制御装置（３０）に非アクティブ化情報メッセージを送るこ
とを備える、請求項９から１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　コードインプット装置（１０）を用いて、ユーザにより入力されたコードを受け取る（
５８）工程と、
　前記ソケット（３）に供給されるキーデバイス（６０）の有効期間を延長する（５４）
工程と、をさらに備える、請求項９から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記キーデバイス（６０）がソケット（３）に供給されていることを判定する（５０）
工程は、前記キーデバイス（６０）と前記ソケット（３）の前記コネクタとの間にガルバ
ニック接続を有することを判定することを備える、請求項９から１５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１７】
　キーデバイス（６０）を保護するための筐体（５）を有する携帯アクセス制御通信装置
（１）で実行されると、前記アクセス制御通信装置（１）に、
　キーデバイス（６０）とソケット（３）のコネクタとの間に電気接続を有するよう、前
記キーデバイス（６０）が前記アクセス制御通信装置（１）の前記ソケット（３）に供給
されていることを判定することにおいて、前記ソケットは前記キーデバイスのブレードを
保持するよう構成されていることと、
　前記アクセス制御通信装置のセルラー無線通信モジュール（６）を用いて、セルラー通
信ネットワーク（３２）を介して、アクセス制御装置（３０）と通信することと、をさせ
る、コンピュータプログラムコードを備えるコンピュータプログラム（６６）。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のコンピュータプログラムと、前記コンピュータプログラムが格納さ
れるコンピュータ読み出し可能手段と、を備えるコンピュータプログラム製品（７８）。
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